
子 ど も 文 教 委 員 会 

令和６年１１月２８日 

 

 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

１ 改正理由及び内容 

  特別区人事委員会の勧告等を踏まえ、給料表並びに期末手当及び勤勉手当の支給

月数を改定するほか、所要の改正をする。 

 

（１）給料表の改定 

   特別区人事委員会の勧告等を踏まえ、給料月額の引上げを行う。 

  ・勧告の内訳 

     給与の改定額・・・平均１１，０２９円（２．８９％） 

      給料         ９，１９１円 

      はね返り       １，８３８円 

  ※１ 初任給について、民間企業及び国における初任給の動向等を踏まえて引上

げを行う。 

  ※２ 若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額の引

上げを行う。 

 

（２）諸手当の改定 

  ア 期末手当及び勤勉手当の支給月数を次のとおり引き上げる。 

 
年 間 支 給 月 数 

現 行 令和６年度(案) 令和７年度以降(案) 

定年前
再任用
短時間
勤務職
員以外
の職員 

管理職員 

以外の職員 

期末手当 ２．４０ ２．５０(＋０．１０) ２．５０(＋０．１０) 

６月 1.200 1.200（―――） 1.250（+0.050） 

12月 1.200 1.300（+0.100） 1.250（+0.050） 

勤勉手当 ２．２５ ２．３５(＋０．１０) ２．３５(＋０．１０) 

６月 1.125 1.125（―――） 1.175（+0.050） 

12月 1.125 1.225（+0.100） 1.175（+0.050） 

合計 ４．６５ ４．８５(＋０．２０) ４．８５(＋０．２０) 

管理職員 

期末手当 ２．０５ ２．１５(＋０．１０) ２．１５(＋０．１０) 

６月 1.025 1.025（―――） 1.075（+0.050） 

12月 1.025 1.125（+0.100） 1.075（+0.050） 

勤勉手当 ２．６０ ２．７０(＋０．１０) ２．７０(＋０．１０) 

６月 1.300 1.300（―――） 1.350（+0.050） 

12月 1.300 1.400（+0.100） 1.350（+0.050） 

合計 ４．６５ ４．８５(＋０．２０) ４．８５(＋０．２０) 

 
 

管理職員 

以外の職員 

期末手当 １．３５ １．４０(＋０．０５) １．４０(＋０．０５) 

６月 0.675 0.675（―――） 0.700（+0.025） 



 

 

 
 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

12月 0.675 0.725（+0.050） 0.700（+0.025） 

勤勉手当 １．１０ １．１５（＋０．０５） １．１５(＋０．０５) 

６月 0.550 0.550（―――） 0.575（+0.025） 

12月 0.550 
 

0.600（+0.050） 0.575（+0.025） 

合計 ２．４５ ２．５５(＋０．１０) ２．５５(＋０．１０) 

管理職員 

期末手当 １．１７５ １．２２５(＋０．０５) １．２２５(＋０．０５) 

６月 0.5875 0.5875（―――） 0.6125（+0.025） 

12月 0.5875 0.6375（+0.050） 0.6125（+0.025） 

勤勉手当 １．２７５ １．３２５(＋０．０５) １．３２５(＋０．０５) 

６月 0.6375 0.6375（―――） 0.6625（+0.025） 

12月 0.6375 0.6875（+0.050） 0.6625（+0.025） 

合計 ２．４５ ２．５５(＋０．１０) ２．５５(＋０．１０) 

 

   ※ 令和６年度分の引上げは、本年１２月の支給において行う。 

  〔参考〕 期末・勤勉手当の年間支給月数 

   ・定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 

  ４．６５月 → ４．８５月（＋０．２０月） 

   ・定年前再任用短時間勤務職員 

    ２．４５月 → ２．５５月（＋０．１０月） 

 

（３）扶養手当の見直し 

   配偶者等に係る手当を廃止し、この廃止分を原資として子に係る手当額を引き

上げる。 

   ※ ３年間で段階的に実施 

 令和６年度 令和７年度(案) 令和８年度(案) 令和９年度(案) 

配偶者等 ６，０００円 ４，０００円 ２，０００円 廃 止 

子 ９，０００円 ９，５００円 １０，０００円 １０，５００円 

父 母 等 ６，０００円 ６，０００円 ６，０００円 ６，０００円 

 

２ 施行期日等 

（１）給料表、本年１２月に支給する期末手当及び勤勉手当の改正並びに令和６年度

支給する初任給調整手当限度額の引上げ 公布の日 

   ※ 給料表の改定及び令和６年度初任給調整手当限度額の引上げは、本年４月

１日から適用する。 

（２）令和７年度以降に支給する期末手当及び勤勉手当の改正 令和７年４月１日 

（３）扶養手当の見直しに係る改正 令和７年４月１日 


